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募
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催
し

講
座

相
談

皆
さ
ん
の
善
意

ス
ポ
ー
ツ
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教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍
聴

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
（27）
２
７
８
５
）

時
　
５
月
20
日（
火
）午
後
２
時
開
始

場
　
市
役
所
本
館
５
階
職
員
研
修
室

定
　
７
人（
先
着
順
）

申
　
当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
１
時
50
分

ま
で
に
直
接
会
場
へ

総
合
教
育
会
議
の
傍
聴

企
画
調
整
課（
☎
（27）
２
７
０
７
）

時
　
５
月
26
日（
月
）午
後
２
時
開
始

場
　
市
役
所
本
館
５
階
職
員
研
修
室

定
　
７
人（
先
着
順
）

申
　
当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
１
時
50
分

ま
で
に
直
接
会
場
へ

伊
勢
崎
市
公
共
下
水
道
全
体
計
画（
汚

水
）見
直
し（
素
案
）に
つ
い
て
の
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続

下
水
道
整
備
課（
☎
（27）
２
７
7
７
）

　
伊
勢
崎
市
公
共
下
水
道
全
体
計
画（
汚

水
）見
直
し（
素
案
）に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
行
い
ま
す
。
皆
さ

ん
の
意
見
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
意
見
の
提
出
方
法
】

　
所
定
の
様
式
に
住
所
・
氏
名
・
意
見
と

そ
の
理
由
を
記
入
の
上
、
直
接
ま
た
は
郵

送
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
で
下
水
道
整
備

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

工
事
な
ど
の
費
用
を
補
助

建
築
指
導
課（
☎
（27）
２
７
６
２
）

【
耐
震
診
断
者
の
派
遣
】

　
耐
震
診
断
の
費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
が
、

診
断
者
を
派
遣
す
る
た
め
の
交
通
費
と
し

て
１
０
０
０
円
か
か
り
ま
す
。

対
　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
確

認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た
建
物
、
ま
た
は

都
市
計
画
区
域
外
な
ど
の
理
由
で
建
築
確

認
が
不
要
で
あ
っ
た
建
物
で
次
の
ど
ち
ら

に
も
該
当
す
る
も
の

●
地
上
２
階
建
て
以
下
の
一
戸
建
て
の
住

宅
ま
た
は
併
用
住
宅（
住
宅
部
分
の
床
面

積
が
２
分
の
１
以
上
）

●
在
来
軸
組
み
工
法
で
建
築
さ
れ
た
も
の

派
遣
件
数
　
60
件（
先
着
順
）

必
要
書
類
　
建
築
確
認

通
知
書
、
壁
の
位
置
が

分
か
る
平
面
図
な
ど

【
耐
震
改
修
工
事
な
ど
の
補
助
】

　
耐
震
診
断
の
結
果
、
評
点
が
１
・
０
未

満
の
住
宅
で
次
の
工
事
に
該
当
す
る
も
の

を
補
助
し
ま
す
。

●
耐
震
改
修
工
事
＝
改

修
後
に
評
点
が
１
・
０

以
上
と
な
る
工
事

補
助
件
数
　
５
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
改
修
費
用
の
５
分
の
４
以
内

で
１
０
０
万
円
ま
で

必
要
書
類
　
耐
震
診
断
結
果
、
平
面
図
、

※
資
料
と
所
定
の
様
式
は
、
下
水
道
整
備

課
、
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・
各

支
所
）に
あ
り
ま
す
。

市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す

時
　
５
月
７
日（
水
）か
ら
６
月
５
日（
木
）

ま
で（
必
着
）

対
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の
人

●
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
が
あ
る
個
人・

法
人
・
団
体

●
本
市
に
納
税
義
務
が
あ
る
人

●
こ
の
案
に
利
害
関
係
が
あ
る
人

宛
先
　
〒
３
７
２
ー
０
８
１
８
　
連
取
元

町
１
７
０
番
地
３
　
上
下
水
道
局
下
水
道

整
備
課
、
（21）
１
１
０
１
、

gseibi@
c

ity.isesaki.lg.jp

国
民
健
康
保
険
の
軽
減
制
度

所
得
の
な
い
人
も
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
６
）

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
お
よ
び
世
帯

主
の
前
年
所
得
の
合
計
額
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、
低
所
得
世
帯
の
国
民
健
康
保
険

税
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
所
得
に
応

じ
て
均
等
割（
１
人
当
た
り
に
か
か
る
金

額
）と
平
等
割（
世
帯
に
か
か
る
金
額
）を

軽
減
し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

お
よ
び
世
帯
主
は
、
昨
年
中
に
収
入
が
な

か
っ
た
人
、
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
、
雇

用
保
険
な
ど
の
非
課
税
収
入
だ
け
の
人
も

申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
が
済
ん
で
い
な

見
積
書
な
ど

●
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
設
置
＝
住
宅
の
１

階
に
耐
震
シ
ェ
ル
タ

ー
か
防
災
ベ
ッ
ド
を

設
置
す
る
工
事

補
助
件
数
　
３
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
改
修
費
用
の
３
分
の
２
以
内

で
20
万
円
ま
で

必
要
書
類
　
耐
震
診
断
結
果
、
設
置
計
画

図
、
見
積
書
な
ど

＊
　
　
　
　
＊

い
ず
れ
も

申
　
５
月
12
日（
月
）か
ら
９
月
５
日（
金
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
建
築
指
導
課
へ

※
申
請
書
な
ど
は
建
築
指
導
課
に
あ
り
ま
す
。

市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

空
き
家
の
除
却
・
改
修
費
用
を
補
助

住
宅
課（
☎
（27）
２
７
９
７
）

　
空
き
家
の
除
却
・
改
修
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。
工
事
を
着
工
す
る
前
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
手
引
き
や
申
請
書
は
、
住
宅
課
、

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・
各
支
所
）

に
あ
り
ま
す
。
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す

【
空
き
家
除
却
補
助
事
業
】

対
象
と
な
る
空
き
家
　
市
内
に
あ
る
１
年

以
上
居
住
し
て
い
な
い
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
空
き
家

❶
危
険
空
き
家
＝
住
宅
地
区
改
良
法
が
規

い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。
世
帯
内
に
未
申
告
の
人
が
い
る

場
合
に
は
軽
減
が
適
用
さ
れ
な
い
ほ
か
、

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
や
入
院

時
の
食
費
が
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
告
の
必
要
が
な
い
人
】

●
同
一
世
帯
の
人
の
年
末
調
整
や
確
定
申

告
な
ど
で
、
そ
の
扶
養
親
族
に
該
当
し
て

い
る
人

●
収
入
が
公
的
年
金
だ
け
の
人
、
ま
た
は

給
与
だ
け
で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
人

●
確
定
申
告
ま
た
は
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
を
済
ま
せ
た
人

ひ
き
こ
も
り
家
族
会
を
開
催
し
ま
す

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
６
２
７
３
）

　
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
た
勉
強
会
や
参
加
者

同
士
で
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

定
す
る
不
良
住
宅
に
該
当
し
、
周
辺
の
生

活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る

こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
も
の

❷
旧
耐
震
空
き
家
＝
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の

対
象
と
な
る
工
事
　
市
内
に
事
業
所
が
あ

る
事
業
者
が
行
う
も
の

申
請
で
き
る
人
　
空
き
家
の
所
有
者
、
相

続
人

補
助
件
数
　
各
20
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　

❶
＝
空
き
家
の
除
却
工
事
に
か
か
る
費
用

の
５
分
の
４
で
50
万
円
ま
で

❷
＝
空
き
家
の
除
却
工
事
に
か
か
る
費
用

の
５
分
の
２
で
25
万
円
ま
で

申
　
５
月
９
日（
金
）か
ら
９
月
30
日（
火
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
必
要
書

類
を
添
え
て
住
宅
課
へ

【
移
住
者
支
援
空
き
家
改
修
補
助
事
業
】

対
象
と
な
る
空
き
家
　
市
内
に
あ
る
お
お

む
ね
１
年
以
上
居
住
し
て
い
な
い
空
き
家

対
象
と
な
る
事
業
　
市
外
か
ら
移
住
す
る

目
的
で
空
き
家
を
取
得
・
改
修
し
、
10
年

以
上
居
住
の
た
め
に
活
用
す
る
も
の
で
、

原
則
市
内
事
業
者
が
改
修
工
事
を
行
う
も

の申
請
で
き
る
人
　
市
内
の
空
き
家
を
所
有

ま
た
は
令
和
７
年
度
中
に
取
得
す
る
予
定

が
あ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
前
の
お
お
む
ね
１
年
以
内
に
市

内
の
共
同
住
宅
ま
た
は
長
屋
に
転
入
し
、

時
　
５
月
28
日（
水
）午
後
２
時
～
４
時

場
　
絣
の
郷（
市
民
交
流
館
）

対
　
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
の
家
族

定
　
20
人
程
度（
先
着
順
）

￥
　
無
料

申
　
５
月
８
日（
木
）か
ら
27
日（

火）

ま
で

に
電
話
で
社
会
福
祉
課

ま
た
は
専
用
HP
か
ら
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

伊
勢
崎
市
一
般
廃
棄
物（
ご
み
）処
理

基
本
計
画（
案
）パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

手
続
の
結
果
を
公
表
し
て
い
ま
す

資
源
循
環
課（
☎
（27）
２
７
３
２
）

　
伊
勢
崎
市
一
般
廃
棄
物（
ご
み
）処
理
基

本
計
画（
案
）に
つ
い
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
手
続
の
結
果
を
、
資
源
循
環
課
、

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・
各
支
所
）、

市
HP
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

転
入
前
１
年
以
上
市
外
に
居
住
し
て
い
た

人●
申
請
日
後
、
令
和
７
年
度
中
に
本
市
に

転
入
し
、
申
請
日
時
点
で
１
年
以
上
市
外

に
居
住
し
て
い
る
人

補
助
件
数
　
５
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
次
の
金
額
を
上
限
に
改
修
工

事
に
か
か
る
費
用
の
３
分
の
２

●
基
本
額
＝
１
２
０
万
円
ま
で

●
加
算
額
＝
80
万
円
ま
で

申
　
５
月
９
日（
金
）か
ら
11
月
28
日（
金
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
必
要
書

類
を
添
え
て
住
宅
課
へ

【
市
内
転
居
者
空
き
家
改
修
補
助
事
業
】

対
象
と
な
る
空
き
家
　
市
内
に
あ
る
お
お

む
ね
１
年
以
上
居
住
し
て
い
な
い
空
き
家

対
象
と
な
る
事
業
　
空
き
家
を
取
得
・
改

修
し
５
年
以
上
居
住
の
た
め
に
活
用
す
る

も
の
で
、
市
内
事
業
者
が
改
修
工
事
を
行

う
も
の

申
請
で
き
る
人
　
申
請
日
時
点
で
市
内
に

在
住
で
、
市
内
の
空
き
家
を
所
有
ま
た
は

令
和
７
年
度
中
に
取
得
す
る
予
定
が
あ
る

人補
助
件
数
　
５
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
空
き
家
の
改
修
工
事
に
か
か

る
費
用
の
２
分
の
１
で
80
万
円
ま
で

申
　
５
月
９
日（
金
）か
ら
12
月
26
日（
金
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
必
要
書

類
を
添
え
て
住
宅
課
へ

お
知
ら
せ

▲市HP

▲専用HP▲市HP ▲市HP

▲市HP▲市HP

▲市HP

▲市HP

　指定定期検査機関である一般社団法人
群馬県計量協会が検査を行います。本年
度は北・南・宮郷・名和・豊受地区の事
業者が対象です。適正な計量のため、忘
れずに検査を受けてください。
　※今泉町二丁目は除きます
　※詳しくは市HPを確認して
　ください
時・場　
●６月23日（月）・24日（火）＝北公民館
●６月25日（水）＝名和公民館
●６月26日（木）＝宮郷公民館
●６月27日（金）＝豊受公民館
いずれも、午前10時～午後３時
対　次のいずれかに使用する物
●商店・工場での商材の取引
●病院・薬局・診療所などでの薬の調剤
●農業・農協などで農産物の取引
●その他の取引や証明

問　消費生活センター（☎20−7300）

▲市HP

取引・証明用はかりの定期検査




